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納税のお知らせ
税金の納付は口座振替で !!

■口座振替のメリット

 ・手続きが簡単 !

 ・納付の手間が省ける !

 ・納め忘れなし !

 ・現金を持ち歩く必要がないので

    安心、安全。

お問合せ：税務課 収納管理係

          ☎ 72-3751( 内 141 〜 143)

相談コーナー
ふれあい総合相談支援センター
 ・一般相談 ( 月〜金 /10 時〜 16 時 )
 ・医療 / 法律相談 ( 要予約 )
     場所：社会福祉協議会 下地支所
                               ☎ 76-2270( 代表 )
平成 30 年度巡回相談
地域生活支援センター　さぽーと
  ・日時：4 月 14 日 ( 土 )    9 時〜 16 時
  ・場所：ゆいみなぁ ( 働く女性の家 )
無料人権相談
  ・4 月 17 日 ( 火 ) 13 時半〜 16 時
                     場所：平良庁舎 2 階会議室
  ・4 月 18 日 ( 水 ) 14 時〜 16 時
                     場所：女性若者活動促進施設
  ・お問合せ：市民生活課　☎ 73-2695
女性相談室
  ・毎週 月〜金　9 時〜 17 時
  ・場所：平良庁舎 4 階 女性相談室
                                             ☎ 73-1947
消費者相談窓口
 ・平日：8 時半〜 12 時 /13 時〜 16 時
 ・場所：市民生活課　☎ 73-2695
夜間「暮らしの無料消費者相談」
 ・日時：4 月 11 日 ( 水 )、25 日 ( 水 )
                              18 時〜 20 時　※ 要予約
 ・場所：沖縄県宮古合同庁舎 1 階
                                    行政情報コーナー
 ・お問合せ：市民生活課        ☎ 73-2695

■日時：4 月 12 日 ( 木 )、26 日（木）  17:15 〜 19:00

■場所：平良庁舎 2 階 国民健康保険課

** 国民健康保険税 納め忘れていませんか **

　国保税を納め忘れている世帯は、4月中に納付して新しい

　被保険者証に更新してください。そら色に変わります。

　コスモス色の被保険者証 ( 平成 30年 3月 31 日有効期限 )

　は、平成 30年 4月 1日からは使用できません。

■お問合せ：国民健康保険課　賦課徴収係　☎ 73-1973

4 月の「夜間」納付 ( 相談 ) 窓口開設について

MIYAKOJIMA CITY INFORMATION

国民健康保険課からのお知らせ

宮古島市有料広告 ( バナー広告 ) 募集 !

宮古島市では、市ホームページのトップページに有料広告枠を

設置し、広告掲載を希望される広告主を募集しています。

■募集内容

　①掲載位置：市ホームページのトップページ内で市が指定

                     する位置

　②広告料・規格：縦 50 ピクセル × 横 140 ピクセル

                                          ( 月額 10,000 円 /1 枠 )

                           縦 100 ピクセル × 横 140 ピクセル

                                          ( 月額 15,000 円 /1 枠 )

                           形式：GIF( アニメーションは不可 )

                           データ容量：5KB 以内

　③掲載期間：申込月の翌々月からの掲載について申込ができ

                     ます。年度をまたがる申込はできません。月の

                     初日から末日までの 1 カ月を単位とし、連続す

                     る最大掲載期間は 1 年とします。

　※ 詳細については、市ホームページをご覧ください。

■お問合せ：情報政策課 ☎ 72-1689

− お知らせ − MIYAKOJIMA CITY INFORMATION

◆お問い合わせ：沖縄県消費生活センター宮古分室 ☎ 72-0199　

　　　　　　　　▶ 相談時間：平日 9 時 ~12 時／ 13 時 ~16 時　※ 土日・祝日はお休みです。

* 消費者相談 Q&A　迷ったら相談しよう！ *

「 クレジット機能付きポイントカード利用について 」

書店で本を購入する時、いつも使っているポイントカードを出してお金を払おうと

したら、サインを求められた。どうやらクレジットカードで本を購入した事になっ

たようだ。ポイントカードのつもりだったがクレジット決済処理された。

クレジット機能付きポイントカードの利用では「現金を払ったがクレジット

決済された」という二重払いのトラブルもあります。このカードで買い物す

る際には、「現金」または「クレジット」のどちらを利用するのか、レジ係に

きちんと伝え、レシートを確認・保存しましょう。

〜 法テラスの日 無料法律相談会 〜相

個人の方を対象にした無料法律相談会を開催します。事前予約

制ですので、相談希望の方は下記にお電話ください。

■日時：4 月 20 日 ( 金 )　16 時〜 19 時 ( 要予約 )

■場所：市役所平良庁舎 6 階会議室　ほか

■予約・受付：4 月 10 日 ( 火 ) 〜

                     法テラス沖縄　☎ 050-3383-5533

■固定資産の現況調査について

固定資産税課税台帳整備のため、現況調査を行っています。

市内にある土地の利用状況、建物の種類や構造、新築・増築や建物取壊し、償却資産などの実

態を把握し、市の課税台帳との登録内容が一致しているかどうかを確認します。

調査にあたっては、敷地外からの外観が把握できない等の場合は敷地内に立ち入らせていただ

く場合もあります、また記録のため写真撮影をさせていただきます。

調査は、市税務課職員及び市が委託した調査会社が行います。市税務課職員は市が発行する「調

査吏員証、固定資産評価員証又は補助員証等」、また委託した調査会社職員は「調査員証明書」

を携帯していますのでご確認下さい。

■お問合せ：税務課資産税係

                  ☎ 72-3751( 内線 177、129、131、134)

〜 税務課 資産税係からのお知らせ 〜

平成 30 年度固定資産税に係る土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿について

地方税法第 416 条の規定により、平成 30 年度の土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を

次のとおり納税者の縦覧に供する。

①縦覧場所：宮古島市役所税務課（平良庁舎１階）

                  各支所（城辺、上野、下地、伊良部の各庁舎）では閲覧のみとなります。

②縦覧期間：平成 30 年４月 1 日（日）〜５月 31 日（木）

                  （※ 土日、祝祭日、12 時〜 13 時は除く）

③縦覧できる人：宮古島市に土地、家屋を有する納税者又はその代理人

                        （同居の家族、相続人、納税管理人、共有者も同様に縦覧できます）

④縦覧に必要な書類等：印鑑、本人確認できるもの（運転免許証など）、代理人の場合は

                                 委任状と来庁する人の印鑑が必要となります。


